
 

 

児童扶養手当のしおり 

【 これから手続きをされる方へ 】 

 

  

 

 

 

 

 

次の条件のいずれかにあてはまる児童（１８歳になった年度末まで・障がい児は２０歳未満）

を監護している母、又は監護し、かつ生計を同じくしている父や、親にかわって児童を養育して

いる方。 

① 父と母が離婚した児童           

② 父又は母が亡くなった児童         

③ 父又は母が一定の障がいの状態にある児童  

④ 父又は母の生死が明らかでない児童     

⑤ 父又は母から１年以上遺棄されている児童                    

⑥ 父又母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 

⑦ 父又は母が１年以上拘禁されている児童 

⑧ 婚姻によらないで生まれた児童 

⑨ 棄児などで父母がいるかいないかが不明な児童 
   

 

 月額 基本額 第２子加算額 第３子以降加算額 

全部支給 ４５，５００円 
１０，７５０円～ 

５，３８０円 

第2子加算額と 

同じ 
一部支給 

４５，４９０円～ 

１０，７４０円 

 ※１ 手当額は所得額等により手当の一部又は全部が制限されます。 

 ※２ 養育費の受け取りがある場合、その８割分を「所得」として取り扱われます。 

 ※３ 手当は、原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、毎年１月、３月、 

５月、７月、９月、１１月に、指定した金融機関の口座に支払われます。 

 

２ 手当の額 

児童扶養手当とは… 

離婚や死別等の理由によってひとり親となった方、あるいは親にかわって児童を養育している

方に対し、児童の福祉を増進するために支給される手当です。 

１ 手当を受けることができる方（受給資格者） 



 

 

 この手当は、請求しない限り支給されませんので、手当を受けるには、あなたの住所地の市町 

村役場の児童福祉担当窓口に認定請求書を提出する必要があります。その際、戸籍謄本、住民票 

などを添付する必要がありますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりま 

すので、市町村役場の児童福祉担当窓口におたずねください（添付書類は交付の日から１か月以 

内のものに限ります。）。 
 

 ※１ 次のような場合は、手当の支給を受けることができません。 

① 児童が日本国内に住所を有しないとき 

② 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき 

③ 児童が受給者のほかに父又は母と生計を同じくしているとき 

 （父又は母が一定の障がいの状態にある場合を除く。） 

④ 児童が父又は母の配偶者に養育されているとき 

⑤ 父又は母又は養育者が日本国内に住所を有しないとき 

 ※２ 次のような場合は、手当の支給が制限されます。 

受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者（受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟など）

の前年の所得がそれぞれ別表の額以上であるとき（養育費の一部も所得に含む。） 

  受給資格者が 

① 老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき 

② 遺族補償等を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した 

日から６年を経過していないとき 

  児童が 

③ 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき 

④ 父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき 

⑤ 父又は母の死亡について遺族補償等を受けることができる場合であって、当該遺族補償 

等の給付事由が発生した日から６年を経過していないとき 

 
別表（令和６年11月改正） 

※詳しくは、お住まいの市町村児童福祉担当課又は県総合支庁福祉担当課にお気軽にお問い合わせください。 

扶養親族

の数 

受給資格者本人 孤児等の養育者／ 

配偶者／扶養義務者 父、母又は養育者 孤児等の養育者 

全部支給 一部支給 所得制限限度額 所得制限限度額 

  円 円 円 円 

０ ６９０，０００ ２，０８０，０００ ２，３６０，０００ ２，３６０，０００ 

１ １，０７０，０００ ２，４６０，０００ ２，７４０，０００ ２，７４０，０００ 

２ １，４５０，０００ ２，８４０，０００ ３，１２０，０００ ３，１２０，０００ 

３ １，８３０，０００ ３，２２０，０００ ３，５００，０００ ３，５００，０００ 

４ ２，２１０，０００ ３，６００，０００ ３，８８０，０００ ３，８８０，０００ 

５ ２，５９０，０００ ３，９８０，０００ ４，２６０，０００ ４，２６０，０００ 

３ 手当を受ける手続き 

令和７年１月 山形県 


